
平
成
二
十
三
年
三
月
四
日
受
領

答

弁

第

九

八

号

内
閣
衆
質
一
七
七
第
九
八
号

平
成
二
十
三
年
三
月
四
日

内
閣
総
理
大
臣

菅

�

人

衆

議

院

議

長

横

路

孝

弘

殿

衆
議
院
議
員
中
川
秀
�
君
提
出
菅
内
閣
の
営
利
企
業
へ
の
天
下
り
・
渡
り
根
絶
に
つ
い
て
の
基
本
姿
勢
に
関
す
る
再
質
問
に

対
し
、
別
紙
答
弁
書
を
送
付
す
る
。



衆
議
院
議
員
中
川
秀
�
君
提
出
菅
内
閣
の
営
利
企
業
へ
の
天
下
り
・
渡
り
根
絶
に
つ
い
て
の
基
本
姿
勢
に
関
す
る
再
質

問
に
対
す
る
答
弁
書

一
に
つ
い
て

府
省
等
の
退
職
者
の
う
ち
、
お
尋
ね
の
（
一
）
か
ら
（
六
）
ま
で
の
団
体
に
平
成
十
三
年
三
月
一
日
か
ら
平
成
二
十
三
年

二
月
二
十
八
日
ま
で
の
間
に
再
就
職
し
て
い
る
も
の
に
つ
い
て
、
各
府
省
等
で
把
握
し
て
い
る
範
囲
で
、
�
役
職
名
、
�
氏

名
、
�
当
該
役
職
へ
の
就
任
期
間
、
�
就
任
時
の
年
齢
、
�
当
該
団
体
か
ら
の
給
与
支
給
の
有
無
、
�
常
勤
・
非
常
勤
の
別

、
�
就
任
に
当
た
っ
て
の
一
般
職
国
家
公
務
員
、
政
務
三
役
又
は
元
国
家
公
務
員
に
よ
る
あ
っ
せ
ん
が
確
認
さ
れ
て
い
る
場

合
に
は
そ
の
旨
及
び
	
最
終
官
職
を
示
す
と
、
以
下
の
と
お
り
で
あ
る
。

（
一
）
社
団
法
人
全
国
二
輪
車
安
全
普
及
協
会

�
調
査
役
（
平
成
十
四
年
五
月
二
十
日
か
ら
常
務
理
事
、
平
成
二
十
年
五
月
二
十
日
か
ら
公
益
法
人
対
策
室
長
）

�
藤

本
米
明

�
平
成
十
四
年
四
月
一
日
か
ら
現
在
ま
で

�
六
十
歳

�
有

�
常
勤
（
平
成
二
十
年
五
月
二
十
日
か
ら
非
常

勤
）

�
平
成
十
四
年
四
月
一
日
以
前
に
一
般
職
国
家
公
務
員
が
あ
っ
せ
ん
を
行
っ
た

	
皇
宮
警
察
本
部
京
都
護
衛
署
長

�
理
事

�
賀
来
敏

�
平
成
十
四
年
五
月
二
十
日
か
ら
平
成
十
八
年
五
月
二
十
日
ま
で

�
五
十
九
歳

�
無

�
非

一



常
勤

�
関
東
管
区
警
察
局
長

�
職
員
（
平
成
十
五
年
五
月
十
六
日
か
ら
専
務
理
事
）

�
山
田
晋
作

�
平
成
十
四
年
十
一
月
二
十
七
日
か
ら
平
成
十

八
年
五
月
二
十
日
ま
で

�
六
十
七
歳

�
有

�
常
勤

�
中
国
管
区
警
察
局
長

�
理
事

�
松
原
洋

�
平
成
十
五
年
五
月
十
六
日
か
ら
平
成
二
十
年
五
月
二
十
日
ま
で

�
五
十
四
歳

�
無

�
非

常
勤

�
中
部
管
区
警
察
局
長

�
理
事

�
高
重
尚
文

�
平
成
十
六
年
五
月
二
十
日
か
ら
平
成
二
十
一
年
五
月
二
十
八
日
ま
で

�
六
十
三
歳

�
無

�
非
常
勤

�
新
潟
運
輸
局
長

�
理
事

�
中
村
正
則

�
平
成
十
八
年
五
月
二
十
日
か
ら
平
成
二
十
年
五
月
二
十
日
ま
で

�
五
十
七
歳

�
無

�

非
常
勤

�
関
東
管
区
警
察
局
長

�
専
務
理
事

�
古
川
定
昭

�
平
成
十
八
年
五
月
二
十
日
か
ら
平
成
二
十
二
年
五
月
二
十
一
日
ま
で

�
六
十
六
歳

�
有

�
常
勤

�
中
部
管
区
警
察
局
長

�
事
務
局
長
（
平
成
二
十
年
五
月
二
十
日
か
ら
常
務
理
事
兼
事
務
局
長
）

�
中
薗
善
廣

�
平
成
二
十
年
四
月
一
日
か

ら
現
在
ま
で

�
六
十
歳

�
有

�
常
勤

	
平
成
二
十
年
四
月
一
日
以
前
に
一
般
職
国
家
公
務
員
が
あ
っ
せ
ん
を
行
っ

二



た

�
皇
宮
警
察
本
部
護
衛
部
長

�
理
事

�
佐
藤
守

�
平
成
二
十
年
五
月
二
十
日
か
ら
平
成
二
十
二
年
五
月
二
十
一
日
ま
で

�
六
十
二
歳

�
無

�
非
常
勤

�
北
海
道
警
察
旭
川
方
面
本
部
長

�
理
事

�
関
一

�
平
成
二
十
年
五
月
二
十
日
か
ら
平
成
二
十
二
年
五
月
二
十
一
日
ま
で

�
五
十
九
歳

�
無

�

非
常
勤

�
中
部
管
区
警
察
局
長

�
理
事

�
宮
嵜
拓
郎

�
平
成
二
十
一
年
五
月
二
十
八
日
か
ら
現
在
ま
で

�
六
十
歳

�
無

�
非
常
勤

�
国
土

交
通
省
自
動
車
交
通
局
技
術
安
全
部
長

�
専
務
理
事

�
國
枝
英
郎

�
平
成
二
十
二
年
五
月
二
十
一
日
か
ら
現
在
ま
で

�
六
十
七
歳

�
有

�
常
勤

�

九
州
管
区
警
察
局
長

�
理
事

�
中
澤
見
山

�
平
成
二
十
二
年
五
月
二
十
一
日
か
ら
現
在
ま
で

�
五
十
九
歳

�
無

�
非
常
勤

�
九

州
管
区
警
察
局
長

�
理
事

�
水
田
竜
二

�
平
成
二
十
二
年
五
月
二
十
一
日
か
ら
現
在
ま
で

�
五
十
八
歳

�
無

�
非
常
勤

�
九

州
管
区
警
察
局
長

三



（
二
）
財
団
法
人
日
本
農
業
研
究
所

�
職
員

�
長
�
洋
子

�
平
成
十
三
年
四
月
一
日
か
ら
平
成
十
七
年
三
月
三
十
一
日
ま
で

�
五
十
九
歳

�
有

�

常
勤

�
平
成
十
三
年
四
月
一
日
以
前
に
一
般
職
国
家
公
務
員
が
あ
っ
せ
ん
を
行
っ
た

	
農
林
水
産
省
生
産
局
果
樹
花
き

課
生
産
専
門
官

�
参
与

�
及
川
章

�
平
成
十
四
年
四
月
十
六
日
か
ら
平
成
十
九
年
四
月
十
日
ま
で

�
五
十
三
歳

�
有

�
常
勤

	
農
林
水
産
省
生
産
局
付

�
専
務
理
事

�
福
田
圭
助

�
平
成
十
四
年
六
月
一
日
か
ら
平
成
十
八
年
五
月
三
十
一
日
ま
で

�
六
十
一
歳

�
有

�
常
勤

	
林
野
庁
管
理
部
長

�
理
事
（
平
成
十
九
年
十
二
月
十
日
か
ら
理
事
長
）

�
�
橋
政
行

�
平
成
十
六
年
六
月
一
日
か
ら
平
成
二
十
二
年
八

月
三
十
一
日
ま
で

�
六
十
四
歳

�
無
（
平
成
十
九
年
十
二
月
十
日
か
ら
有
）

�
非
常
勤
（
平
成
十
九
年
十
二
月
十
日

か
ら
常
勤
）

	
農
林
水
産
事
務
次
官

�
監
事

�
山
下
喜
弘

�
平
成
十
六
年
六
月
一
日
か
ら
平
成
二
十
年
五
月
三
十
一
日
ま
で

�
六
十
六
歳

�
無

�

非
常
勤

	
家
畜
改
良
セ
ン
タ
ー
所
長

四



�
職
員

�
手
塚
壽
郎

�
平
成
十
七
年
四
月
一
日
か
ら
平
成
十
九
年
三
月
三
十
一
日
ま
で

�
六
十
一
歳

�
有

�

常
勤

�
平
成
十
七
年
四
月
一
日
以
前
に
一
般
職
国
家
公
務
員
が
あ
っ
せ
ん
を
行
っ
た

	
農
林
水
産
省
大
臣
官
房
文
書
課

課
長
補
佐

�
職
員

�
中
沢
極

�
平
成
十
八
年
四
月
一
日
か
ら
現
在
ま
で

�
六
十
二
歳

�
有

�
非
常
勤

	
東
北
農
政
局

秋
田
統
計
・
情
報
セ
ン
タ
ー
次
長

�
専
務
理
事

�
川
口
將
志

�
平
成
十
八
年
六
月
一
日
か
ら
平
成
二
十
二
年
五
月
三
十
一
日
ま
で

�
六
十
一
歳

�

有

�
常
勤

�
平
成
十
八
年
六
月
一
日
以
前
に
一
般
職
国
家
公
務
員
が
あ
っ
せ
ん
を
行
っ
た

	
食
糧
庁
次
長

�
理
事

�
木
村
滋

�
平
成
十
八
年
六
月
一
日
か
ら
現
在
ま
で

�
六
十
六
歳

�
無

�
非
常
勤

	
蚕
糸
・
昆
虫

農
業
技
術
研
究
所
長

�
参
与

�
亀
若
誠

�
平
成
十
九
年
六
月
一
日
か
ら
平
成
二
十
二
年
三
月
三
十
一
日
ま
で

�
六
十
六
歳

�
有

�

非
常
勤

	
農
林
水
産
省
大
臣
官
房
技
術
総
括
審
議
官

�
参
与

�
小
林
愼
一

�
平
成
十
九
年
六
月
一
日
か
ら
平
成
二
十
二
年
三
月
三
十
一
日
ま
で

�
五
十
五
歳

�
有

�
常
勤

�
平
成
十
九
年
六
月
一
日
以
前
に
一
般
職
国
家
公
務
員
が
あ
っ
せ
ん
を
行
っ
た

	
農
林
水
産
省
生
産
局
付

五



�
理
事

�
竹
内
克
伸

�
平
成
二
十
年
六
月
一
日
か
ら
現
在
ま
で

�
六
十
六
歳

�
無

�
非
常
勤

�
国
土
事
務

次
官�

監
事

�
南
波
利
昭

�
平
成
二
十
年
六
月
一
日
か
ら
現
在
ま
で

�
五
十
九
歳

�
無

�
非
常
勤

�
家
畜
改
良

セ
ン
タ
ー
所
長

�
理
事

�
岩
元
睦
夫

�
平
成
二
十
二
年
六
月
一
日
か
ら
現
在
ま
で

�
六
十
六
歳

�
無

�
非
常
勤

�
農
林
水

産
技
術
会
議
事
務
局
長

�
専
務
理
事

�
田
家
�
明

�
平
成
二
十
二
年
六
月
一
日
か
ら
現
在
ま
で

�
六
十
二
歳

�
有

�
常
勤

�
農
林

水
産
省
経
済
局
統
計
情
報
部
長

（
三
）
社
団
法
人
日
本
冷
凍
空
調
設
備
工
業
連
合
会

�
専
務
理
事

�
吉
川
慧

�
平
成
十
六
年
六
月
十
一
日
か
ら
平
成
二
十
二
年
六
月
十
一
日
ま
で

�
六
十
歳

�
有

�
常
勤

�
通
商
産
業
省
大
臣
官
房
付

�
事
務
局
長
（
平
成
二
十
二
年
九
月
十
六
日
か
ら
専
務
理
事
）

�
南
雲
誠

�
平
成
二
十
二
年
八
月
九
日
か
ら
現
在
ま

で

�
五
十
八
歳

�
有

�
常
勤

�
経
済
産
業
省
大
臣
官
房
付

六



（
四
）
社
団
法
人
日
本
海
事
代
理
士
会

�
監
事

�
藤
田
俊
助

�
平
成
十
四
年
六
月
九
日
か
ら
現
在
ま
で

�
五
十
三
歳

�
無

�
非
常
勤

�
国
土
交
通

省
海
事
局
付

�
事
務
局
長

�
野
田
一

�
平
成
十
四
年
十
月
二
日
か
ら
平
成
十
八
年
三
月
三
十
一
日
ま
で

�
五
十
八
歳

�
有

�
常
勤

�
船
員
労
働
委
員
会
関
東
船
員
地
方
労
働
委
員
会
事
務
局
長

�
事
務
局
長

�
佐
藤
叡
志

�
平
成
十
九
年
四
月
二
日
か
ら
平
成
二
十
一
年
三
月
三
十
一
日
ま
で

�
五
十
九
歳

�

有

�
常
勤

�
関
東
運
輸
局
海
上
安
全
環
境
部
首
席
運
航
労
務
監
理
官

�
専
務
理
事

�
淺
田
泰
秀

�
平
成
二
十
年
六
月
九
日
か
ら
平
成
二
十
一
年
九
月
七
日
ま
で

�
六
十
三
歳

�
有

�
常
勤

�
国
土
交
通
省
大
臣
官
房
福
利
厚
生
課
共
済
管
理
官

�
事
務
局
長

�
佐
藤
芳
雄

�
平
成
二
十
一
年
四
月
二
日
か
ら
現
在
ま
で

�
五
十
八
歳

�
有

�
常
勤

�
関
東

運
輸
局
海
事
振
興
部
船
員
労
政
課
長

�
専
務
理
事

�
淺
田
泰
秀

�
平
成
二
十
二
年
六
月
十
一
日
か
ら
現
在
ま
で

�
六
十
五
歳

�
有

�
常
勤

�
国

土
交
通
省
大
臣
官
房
福
利
厚
生
課
共
済
管
理
官

七



（
五
）
社
団
法
人
日
本
海
難
防
止
協
会

�
理
事

�
安
藤
久
司

�
平
成
十
三
年
四
月
二
十
日
か
ら
平
成
十
五
年
五
月
三
十
日
ま
で

�
六
十
四
歳

�
無

�

非
常
勤

�
運
輸
省
海
上
技
術
安
全
局
付

�
監
事

�
沖
本
俊
彦

�
平
成
十
三
年
四
月
二
十
日
か
ら
平
成
十
六
年
三
月
十
六
日
ま
で

�
六
十
四
歳

�
無

�

非
常
勤

�
海
上
保
安
庁
警
備
救
難
監

�
監
事

�
日
野
西
光
温

�
平
成
十
三
年
四
月
二
十
日
か
ら
平
成
十
七
年
六
月
三
十
日
ま
で

�
六
十
四
歳

�
無

�
非
常
勤

�
運
輸
省
大
臣
官
房
付

�
常
務
理
事

�
津
田
眞
吾

�
平
成
十
三
年
五
月
二
十
二
日
か
ら
平
成
二
十
年
六
月
十
一
日
ま
で

�
五
十
九
歳

�

有

�
常
勤

�
海
上
保
安
庁
第
三
管
区
海
上
保
安
本
部
横
浜
海
上
保
安
部
長

�
理
事

�
福
島
義
章

�
平
成
十
三
年
十
月
二
十
五
日
か
ら
平
成
十
七
年
六
月
三
十
日
ま
で

�
五
十
六
歳

�
無

�
非
常
勤

�
運
輸
省
航
空
局
飛
行
場
部
長

�
企
画
国
際
部
長

�
松
永
敬
典

�
平
成
十
四
年
四
月
二
日
か
ら
平
成
十
六
年
四
月
一
日
ま
で

�
五
十
六
歳

�
有

�
常
勤

�
海
上
保
安
庁
第
一
管
区
海
上
保
安
本
部
函
館
海
上
保
安
部
長

八



�
理
事

�
小
川
健
兒

�
平
成
十
四
年
五
月
二
十
四
日
か
ら
平
成
二
十
年
六
月
十
日
ま
で

�
六
十
五
歳

�
無

�

非
常
勤

�
運
輸
省
海
上
技
術
安
全
局
長

�
専
務
理
事

�
徳
野
勤

�
平
成
十
四
年
五
月
二
十
四
日
か
ら
平
成
十
九
年
六
月
十
四
日
ま
で

�
六
十
一
歳

�
有

�
常
勤

�
海
上
保
安
庁
海
上
保
安
大
学
校
長

�
理
事
（
平
成
十
九
年
六
月
十
四
日
か
ら
監
事
）

�
久
保
田
勝

�
平
成
十
五
年
五
月
三
十
日
か
ら
平
成
二
十
二
年
三

月
十
五
日
ま
で

�
六
十
二
歳

�
無

�
非
常
勤

�
海
上
保
安
庁
警
備
救
難
監

�
理
事

�
谷
野
龍
一
郎

�
平
成
十
五
年
五
月
三
十
日
か
ら
平
成
二
十
二
年
三
月
十
五
日
ま
で

�
五
十
九
歳

�
無

�
非
常
勤

�
国
土
交
通
省
大
臣
官
房
技
術
総
括
審
議
官

�
理
事

�
松
尾
道
彦

�
平
成
十
五
年
五
月
三
十
日
か
ら
平
成
十
六
年
三
月
二
十
四
日
ま
で

�
六
十
六
歳

�
無

�
非
常
勤

�
運
輸
事
務
次
官

�
理
事
長

�
松
浦
道
夫

�
平
成
十
五
年
七
月
一
日
か
ら
現
在
ま
で

�
六
十
一
歳

�
有

�
常
勤

�
海
上
保
安

庁
次
長

�
監
事

�
桑
原
康
記

�
平
成
十
六
年
三
月
十
六
日
か
ら
平
成
十
八
年
七
月
一
日
ま
で

�
六
十
二
歳

�
無

�
非

九



常
勤

�
海
上
保
安
庁
警
備
救
難
監

�
理
事

�
橋
川
隆

�
平
成
十
六
年
三
月
十
六
日
か
ら
現
在
ま
で

�
六
十
三
歳

�
無

�
非
常
勤

�
第
三
港
湾

建
設
局
長

�
理
事

�
御
巫
清
泰

�
平
成
十
六
年
三
月
二
十
四
日
か
ら
平
成
十
八
年
六
月
十
四
日
ま
で

�
七
十
歳

�
無

�

非
常
勤

�
運
輸
省
港
湾
局
長

�
企
画
国
際
部
長

�
黒
川
暁
博

�
平
成
十
六
年
四
月
二
日
か
ら
平
成
十
七
年
四
月
一
日
ま
で

�
五
十
六
歳

�
有

�
常
勤

�
海
上
保
安
庁
第
三
管
区
海
上
保
安
本
部
横
浜
海
上
保
安
部
長

�
企
画
国
際
部
長
（
平
成
二
十
年
六
月
十
一
日
か
ら
常
務
理
事
）

�
増
田
正
司

�
平
成
十
七
年
四
月
二
日
か
ら
現
在

ま
で

�
五
十
六
歳

�
有

�
常
勤

�
海
上
保
安
庁
第
三
管
区
海
上
保
安
本
部
横
浜
海
上
保
安
部
長

�
理
事

�
中
本
光
夫

�
平
成
十
七
年
六
月
三
十
日
か
ら
現
在
ま
で

�
五
十
四
歳

�
無

�
非
常
勤

�
国
土
交

通
省
大
臣
官
房
付

�
監
事

�
本
田
隆
文

�
平
成
十
七
年
六
月
三
十
日
か
ら
平
成
二
十
二
年
三
月
十
五
日
ま
で

�
五
十
四
歳

�
無

�
非
常
勤

�
海
上
保
安
庁
第
三
管
区
海
上
保
安
本
部
長

一
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�
理
事

�
栢
原
英
郎

�
平
成
十
八
年
六
月
十
四
日
か
ら
現
在
ま
で

�
六
十
六
歳

�
無

�
非
常
勤

�
運
輸
省

大
臣
官
房
技
術
総
括
審
議
官

�
理
事

�
黒
田
不
二
夫

�
平
成
十
八
年
六
月
十
四
日
か
ら
平
成
十
九
年
六
月
十
四
日
ま
で

�
六
十
八
歳

�
無

�
非
常
勤

�
運
輸
省
航
海
訓
練
所
長

�
理
事

�
渡
邊
純
一
郎

�
平
成
十
八
年
六
月
十
四
日
か
ら
平
成
二
十
年
三
月
十
二
日
ま
で

�
六
十
五
歳

�
無

�
非
常
勤

�
気
象
庁
次
長

�
監
事

�
横
山
鐵
男

�
平
成
十
八
年
七
月
一
日
か
ら
平
成
十
九
年
六
月
十
四
日
ま
で

�
五
十
九
歳

�
無

�
非

常
勤

�
海
上
保
安
庁
警
備
救
難
監

�
専
務
理
事

�
小
原
正
則

�
平
成
十
九
年
六
月
十
四
日
か
ら
平
成
二
十
一
年
九
月
三
十
日
ま
で

�
五
十
九
歳

�

有

�
常
勤

�
海
上
保
安
庁
海
上
保
安
大
学
校
長

�
理
事

�
久
野
彦
四
郎

�
平
成
十
九
年
六
月
十
四
日
か
ら
平
成
二
十
一
年
六
月
十
一
日
ま
で

�
六
十
一
歳

�
無

�
非
常
勤

�
運
輸
省
海
上
技
術
安
全
局
付

�
理
事

�
國
司
彰
男

�
平
成
十
九
年
六
月
十
四
日
か
ら
平
成
二
十
年
六
月
十
日
ま
で

�
七
十
五
歳

�
無

�
非

一
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常
勤

�
海
上
保
安
庁
海
上
保
安
大
学
校
教
授

�
理
事

�
小
林
堅
吾

�
平
成
二
十
年
三
月
十
二
日
か
ら
現
在
ま
で

�
五
十
七
歳

�
無

�
非
常
勤

�
船
員
労

働
委
員
会
船
員
中
央
労
働
委
員
会
事
務
局
長

�
嘱
託
（
平
成
二
十
年
六
月
十
一
日
か
ら
企
画
国
際
部
長
）

�
杉
田
勝
美

�
平
成
二
十
年
四
月
二
日
か
ら
現
在
ま
で

�
五
十
七
歳

�
有

�
常
勤

	
平
成
二
十
年
四
月
二
日
以
前
に
一
般
職
国
家
公
務
員
が
あ
っ
せ
ん
を
行
っ
た

�
海

上
保
安
庁
第
二
管
区
海
上
保
安
本
部
宮
城
海
上
保
安
部
長

�
理
事

�
藤
田
純
一

�
平
成
二
十
一
年
三
月
十
二
日
か
ら
現
在
ま
で

�
五
十
八
歳

�
無

�
非
常
勤

�
水
産

庁
漁
政
部
参
事
官

�
経
理
部
長

�
中
村
重
喜

�
平
成
二
十
一
年
四
月
六
日
か
ら
現
在
ま
で

�
六
十
歳

�
有

�
常
勤

	
平
成
二

十
年
十
二
月
三
十
日
以
前
に
一
般
職
国
家
公
務
員
が
あ
っ
せ
ん
を
行
っ
た

�
海
上
保
安
庁
第
三
管
区
海
上
保
安
本
部
経
理

補
給
部
長

�
理
事

�
高
尾
留
雄

�
平
成
二
十
一
年
六
月
十
一
日
か
ら
現
在
ま
で

�
六
十
歳

�
無

�
非
常
勤

�
海
上
保

安
庁
海
上
保
安
大
学
校
長

一
二



�
監
事

�
石
橋
幹
夫

�
平
成
二
十
二
年
三
月
十
五
日
か
ら
現
在
ま
で

�
六
十
一
歳

�
無

�
非
常
勤

�
海
上

保
安
庁
警
備
救
難
監

�
理
事

�
伊
藤
茂

�
平
成
二
十
二
年
三
月
十
五
日
か
ら
現
在
ま
で

�
五
十
八
歳

�
無

�
非
常
勤

�
国
土
交

通
省
海
事
局
長

�
理
事

�
木
内
大
助

�
平
成
二
十
二
年
三
月
十
五
日
か
ら
現
在
ま
で

�
五
十
八
歳

�
無

�
非
常
勤

�
海
上

保
安
庁
装
備
技
術
部
長

�
監
事

�
谷
口
克
己

�
平
成
二
十
二
年
三
月
十
五
日
か
ら
現
在
ま
で

�
六
十
歳

�
無

�
非
常
勤

�
国
土
交

通
省
大
臣
官
房
付

�
理
事

�
影
山
幹
雄

�
平
成
二
十
二
年
六
月
七
日
か
ら
現
在
ま
で

�
五
十
九
歳

�
無

�
非
常
勤

�
海
上
保

安
庁
次
長

�
理
事

�
波
田
野
純
一

�
平
成
二
十
二
年
六
月
七
日
か
ら
現
在
ま
で

�
五
十
九
歳

�
無

�
非
常
勤

�
通
商

産
業
省
大
臣
官
房
付

�
専
務
理
事

�
渡
部
典
正

�
平
成
二
十
二
年
六
月
七
日
か
ら
現
在
ま
で

�
五
十
九
歳

�
有

�
常
勤

�
海
上

一
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保
安
庁
海
上
保
安
大
学
校
長

（
六
）
社
団
法
人
安
全
保
障
懇
話
会

�
理
事

�
梅
山
富
弘

�
平
成
十
三
年
五
月
十
七
日
か
ら
平
成
二
十
年
五
月
二
十
六
日
ま
で

�
六
十
六
歳

�
無

�
非
常
勤

�
陸
上
自
衛
隊
第
十
二
師
団
長

�
理
事

�
岡
田
毅

�
平
成
十
三
年
五
月
十
七
日
か
ら
平
成
十
六
年
五
月
十
六
日
ま
で

�
六
十
六
歳

�
無

�
非

常
勤

�
海
上
自
衛
隊
航
空
集
団
司
令
官

�
理
事

�
北
川
文
夫

�
平
成
十
三
年
五
月
十
七
日
か
ら
平
成
十
八
年
五
月
十
六
日
ま
で

�
五
十
九
歳

�
無

�

非
常
勤

�
航
空
自
衛
隊
中
部
航
空
方
面
隊
司
令
官

�
監
事

�
杉
本
光

�
平
成
十
三
年
五
月
十
七
日
か
ら
平
成
十
四
年
五
月
十
六
日
ま
で

�
六
十
一
歳

�
無

�
非

常
勤

�
海
上
自
衛
隊
佐
世
保
地
方
総
監

�
理
事

�
鈴
木
至

�
平
成
十
三
年
五
月
十
七
日
か
ら
平
成
二
十
年
五
月
二
十
六
日
ま
で

�
六
十
六
歳

�
無

�

非
常
勤

�
航
空
自
衛
隊
幹
部
学
校
長

�
監
事

�
高
橋
伸
治

�
平
成
十
三
年
五
月
十
七
日
か
ら
平
成
十
六
年
五
月
十
六
日
ま
で

�
六
十
一
歳

�
無

�

一
四



非
常
勤

�
航
空
自
衛
隊
幹
部
学
校
長

�
理
事

�
能
津
長
和

�
平
成
十
三
年
五
月
十
七
日
か
ら
平
成
十
六
年
五
月
十
六
日
ま
で

�
七
十
歳

�
無

�
非

常
勤

�
海
上
自
衛
隊
護
衛
艦
隊
司
令
官

�
理
事

�
村
木
鴻
二

�
平
成
十
三
年
五
月
十
七
日
か
ら
平
成
十
四
年
五
月
十
六
日
ま
で

�
六
十
一
歳

�
無

�

非
常
勤

�
航
空
幕
僚
長

�
理
事
（
平
成
十
六
年
五
月
十
七
日
か
ら
監
事
）

�
石
飛
勇
次

�
平
成
十
四
年
五
月
十
七
日
か
ら
平
成
二
十
年
五
月

二
十
六
日
ま
で

�
五
十
九
歳

�
無

�
非
常
勤

�
陸
上
自
衛
隊
富
士
学
校
長

�
理
事

�
冨
田
修

�
平
成
十
四
年
五
月
十
七
日
か
ら
平
成
二
十
年
五
月
二
十
六
日
ま
で

�
七
十
一
歳

�
無

�

非
常
勤

�
防
衛
施
設
庁
那
覇
防
衛
施
設
局
長

�
理
事

�
林
博
太
郎

�
平
成
十
四
年
五
月
十
七
日
か
ら
平
成
十
六
年
五
月
十
六
日
ま
で

�
六
十
二
歳

�
無

�

非
常
勤

�
海
上
自
衛
隊
幹
部
学
校
長

�
理
事
長

�
林
崎
千
明

�
平
成
十
四
年
五
月
十
七
日
か
ら
平
成
十
六
年
五
月
十
六
日
ま
で

�
六
十
四
歳

�
無

�
非
常
勤

�
海
上
幕
僚
長

一
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�
理
事

�
村
山
房
夫

�
平
成
十
四
年
五
月
十
七
日
か
ら
平
成
二
十
年
五
月
二
十
六
日
ま
で

�
六
十
九
歳

�
無

�
非
常
勤

�
航
空
自
衛
隊
術
科
教
育
本
部
長

�
理
事

�
山
本
安
正

�
平
成
十
四
年
五
月
十
七
日
か
ら
平
成
十
八
年
五
月
十
六
日
ま
で

�
六
十
一
歳

�
無

�

非
常
勤

�
海
上
幕
僚
長

�
事
務
局
長

�
山
岸
保
美

�
平
成
十
五
年
一
月
一
日
か
ら
平
成
二
十
二
年
三
月
三
十
一
日
ま
で

�
六
十
七
歳

�

有

�
常
勤

�
陸
上
自
衛
隊
武
器
補
給
処
調
達
会
計
部
長

�
理
事

�
新
井
利
康

�
平
成
十
六
年
五
月
十
七
日
か
ら
平
成
二
十
年
五
月
二
十
六
日
ま
で

�
六
十
八
歳

�
無

�
非
常
勤

�
海
上
自
衛
隊
潜
水
艦
隊
司
令
官

�
理
事

�
猪
狩
眞

�
平
成
十
六
年
五
月
十
七
日
か
ら
平
成
二
十
年
五
月
二
十
六
日
ま
で

�
六
十
七
歳

�
無

�

非
常
勤

�
海
上
自
衛
隊
大
湊
地
方
総
監

�
理
事
（
平
成
十
八
年
五
月
十
七
日
か
ら
監
事
）

�
佐
藤
哲

�
平
成
十
六
年
五
月
十
七
日
か
ら
現
在
ま
で

�
五
十

九
歳

�
無

�
非
常
勤

�
陸
上
自
衛
隊
補
給
統
制
本
部
長

�
理
事

�
清
水
正
睦

�
平
成
十
六
年
五
月
十
七
日
か
ら
平
成
十
八
年
五
月
十
六
日
ま
で

�
五
十
九
歳

�
無

�

一
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非
常
勤

�
航
空
自
衛
隊
中
部
航
空
方
面
隊
司
令
官

�
理
事

�
西
村
市
郎

�
平
成
十
六
年
五
月
十
七
日
か
ら
平
成
二
十
年
五
月
二
十
六
日
ま
で

�
五
十
七
歳

�
無

�
非
常
勤

�
防
衛
庁
契
約
本
部
長

�
理
事

�
長
谷
川
孝
一

�
平
成
十
六
年
五
月
十
七
日
か
ら
平
成
二
十
年
五
月
二
十
六
日
ま
で

�
六
十
九
歳

�
無

�
非
常
勤

�
海
上
自
衛
隊
航
空
教
育
集
団
司
令
官

�
理
事
長

�
村
木
鴻
二

�
平
成
十
六
年
五
月
十
七
日
か
ら
平
成
十
八
年
五
月
十
六
日
ま
で

�
六
十
四
歳

�
無

�
非
常
勤

�
航
空
幕
僚
長

�
理
事

�
岡
田
美
孝

�
平
成
十
八
年
五
月
十
七
日
か
ら
平
成
二
十
年
五
月
二
十
六
日
ま
で

�
五
十
九
歳

�
無

�
非
常
勤

�
航
空
自
衛
隊
航
空
総
隊
司
令
部
幕
僚
長

�
理
事

�
久
保
善
昭

�
平
成
十
八
年
五
月
十
七
日
か
ら
平
成
十
九
年
五
月
十
六
日
ま
で

�
六
十
三
歳

�
無

�

非
常
勤

�
陸
上
自
衛
隊
第
二
師
団
長

�
理
事
長

�
藤
縄
祐
爾

�
平
成
十
八
年
五
月
十
七
日
か
ら
平
成
二
十
年
五
月
二
十
六
日
ま
で

�
六
十
四
歳

�
無

�
非
常
勤

�
統
合
幕
僚
会
議
議
長

一
七



�
理
事

�
安
村
勇
徳

�
平
成
十
八
年
五
月
十
七
日
か
ら
平
成
二
十
年
五
月
二
十
六
日
ま
で

�
六
十
二
歳

�
無

�
非
常
勤

�
陸
上
自
衛
隊
第
五
師
団
長

�
理
事

�
柳
沢
壽
昭

�
平
成
十
八
年
五
月
十
七
日
か
ら
平
成
二
十
年
五
月
二
十
六
日
ま
で

�
五
十
九
歳

�
無

�
非
常
勤

�
陸
上
自
衛
隊
富
士
学
校
長

�
理
事

�
遠
竹
郁
夫

�
平
成
十
九
年
五
月
十
七
日
か
ら
平
成
二
十
年
五
月
二
十
六
日
ま
で

�
六
十
三
歳

�
無

�
非
常
勤

�
航
空
幕
僚
長

�
理
事

�
岩
永
正
男

�
平
成
二
十
年
五
月
二
十
七
日
か
ら
現
在
ま
で

�
六
十
七
歳

�
無

�
非
常
勤

�
防
衛

庁
技
術
研
究
本
部
第
四
研
究
所
長

�
理
事

�
岡
俊
彦

�
平
成
二
十
年
五
月
二
十
七
日
か
ら
平
成
二
十
二
年
六
月
十
四
日
ま
で

�
六
十
一
歳

�
無

�
非
常
勤

�
海
上
自
衛
隊
幹
部
学
校
長

�
理
事

�
田
内
浩

�
平
成
二
十
年
五
月
二
十
七
日
か
ら
平
成
二
十
二
年
六
月
十
四
日
ま
で

�
六
十
二
歳

�
無

�
非
常
勤

�
海
上
自
衛
隊
大
湊
地
方
総
監

�
理
事
長

�
古
澤
忠
彦

�
平
成
二
十
年
五
月
二
十
七
日
か
ら
平
成
二
十
二
年
六
月
十
四
日
ま
で

�
六
十
六
歳

�

一
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無

�
非
常
勤

�
海
上
自
衛
隊
横
須
賀
地
方
総
監

�
理
事

�
松
本
三
郎

�
平
成
二
十
年
五
月
二
十
七
日
か
ら
平
成
二
十
二
年
六
月
十
四
日
ま
で

�
七
十
六
歳

�
無

�
非
常
勤

�
防
衛
庁
防
衛
大
学
校
長

�
事
務
局
長

�
土
田
孝

�
平
成
二
十
二
年
四
月
一
日
か
ら
現
在
ま
で

�
六
十
七
歳

�
有

�
常
勤

�
陸
上
自

衛
隊
中
央
会
計
隊
契
約
科
長

�
理
事

�
稲
葉
憲
一

�
平
成
二
十
二
年
六
月
十
五
日
か
ら
現
在
ま
で

�
六
十
三
歳

�
無

�
非
常
勤

�
航
空

自
衛
隊
航
空
開
発
実
験
集
団
司
令
官

�
監
事

�
串
田
貫
治

�
平
成
二
十
二
年
六
月
十
五
日
か
ら
現
在
ま
で

�
六
十
五
歳

�
無

�
非
常
勤

�
海
上

自
衛
隊
横
須
賀
地
方
総
監
部
幕
僚
長

�
理
事
長

�
遠
竹
郁
夫

�
平
成
二
十
二
年
六
月
十
五
日
か
ら
現
在
ま
で

�
六
十
六
歳

�
無

�
非
常
勤

�
航

空
幕
僚
長

�
理
事

�
永
岩
俊
道

�
平
成
二
十
二
年
六
月
十
五
日
か
ら
現
在
ま
で

�
六
十
一
歳

�
無

�
非
常
勤

�
航
空

自
衛
隊
航
空
支
援
集
団
司
令
官

一
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�
会
長

�
西
原
正

�
平
成
二
十
二
年
六
月
十
五
日
か
ら
現
在
ま
で

�
七
十
二
歳

�
無

�
非
常
勤

�
防
衛
庁

防
衛
大
学
校
長

二
に
つ
い
て

お
尋
ね
の
「
就
任
に
当
た
っ
て
の
一
般
職
国
家
公
務
員
・
政
務
三
役
・
元
国
家
公
務
員
に
よ
る
斡
旋
の
有
無
、
天
下
り
斡

旋
が
な
か
っ
た
こ
と
を
認
定
す
る
に
至
っ
た
根
拠
」
に
つ
い
て
は
、
一
に
つ
い
て
で
述
べ
た
六
団
体
に
お
い
て
三
代
以
上
連

続
し
て
国
家
公
務
員
退
職
者
が
再
就
職
し
て
い
る
役
職
に
職
員
が
就
任
す
る
に
当
た
っ
て
の
、
一
般
職
国
家
公
務
員
、
政
務

三
役
又
は
元
国
家
公
務
員
に
よ
る
あ
っ
せ
ん
に
つ
い
て
、
そ
れ
ぞ
れ
の
団
体
に
対
し
所
管
府
省
か
ら
問
い
合
わ
せ
を
行
う
等

、
各
府
省
等
に
お
い
て
可
能
な
範
囲
で
確
認
し
た
も
の
で
あ
る
。

そ
の
他
の
お
尋
ね
に
つ
い
て
は
、
そ
の
趣
旨
が
必
ず
し
も
明
ら
か
で
は
な
い
が
、
「
退
職
管
理
基
本
方
針
」
（
平
成
二
十

二
年
六
月
二
十
二
日
閣
議
決
定
）
は
、
国
家
公
務
員
の
再
就
職
に
関
し
、
任
命
権
者
が
と
る
べ
き
措
置
を
定
め
て
い
る
も
の

で
あ
り
、
ま
た
、
そ
の
う
ち
、
「
同
一
府
省
退
職
者
が
何
代
も
連
続
し
て
再
就
職
し
て
い
る
独
立
行
政
法
人
、
特
殊
法
人
、

政
府
関
連
公
益
法
人
等
に
お
け
る
理
事
長
等
の
ポ
ス
ト
」
（
以
下
「
特
定
ポ
ス
ト
」
と
い
う
。
）
に
つ
い
て
講
ず
る
こ
と
と

し
て
い
る
措
置
の
具
体
的
内
容
に
つ
い
て
は
、
現
在
、
政
府
に
お
い
て
必
要
な
作
業
及
び
検
討
を
行
っ
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ

二
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る
。

三
に
つ
い
て

御
指
摘
の
答
弁
書
に
お
け
る
「
行
政
上
の
権
限
関
係
及
び
契
約
・
補
助
金
等
の
関
与
が
適
正
で
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
場
合

」
及
び
「
公
平
性
及
び
透
明
性
が
確
保
さ
れ
た
手
続
に
よ
る
選
任
が
行
わ
れ
て
い
る
場
合
」
に
つ
い
て
は
、
職
員
が
特
定
ポ

ス
ト
に
再
就
職
す
る
場
合
で
あ
っ
て
も
、
「
基
本
的
に
は
問
題
な
い
も
の
と
考
え
ら
れ
る
」
例
示
と
し
て
述
べ
た
も
の
で
あ

る
が
、
「
退
職
管
理
基
本
方
針
」
に
お
い
て
特
定
ポ
ス
ト
に
つ
い
て
講
ず
る
こ
と
と
し
て
い
る
措
置
の
具
体
的
内
容
に
つ
い

て
は
、
現
在
、
政
府
に
お
い
て
必
要
な
作
業
及
び
検
討
を
行
っ
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。

二
一


